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１－４－１

一 戸 町 防 災 会 議 条 例

昭和38年３月12日条例第９号

改正

昭和62年３月16日条例第12号

平成12年３月17日条例第１号

平成24年９月12日条例第13号

（目的）

第１条 この条例は災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき、一戸町防災会議

（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

（所掌事務）

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(１) 一戸町地域防災計画及び一戸町水防計画を作成し、並びにその実施を推進すること。

(２) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(３) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(４) 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

（会長及び委員）

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

２ 会長は、町長をもつて充てる。

３ 会長は、会務を総理する。

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(１) 指定地方行政機関の職員のうち町長が任命する者

(２) 岩手県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(３) 岩手県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(４) 岩手県医療局の職員のうちから町長が任命する者

(５) 岩手県教育委員会の職員のうちから町長が任命する者

(６) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(７) 教育長

(８) 消防長及び消防団長
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(９) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうち町長が任命する者

(10) 指定公共機関又は、指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

６ 前項に掲げる委員の定数は、第１号、第３号、第５号及び第９号が１人、第２号は３人、第４号は２人、

第６号は10人、第10号は７人とする。

７ 第５項第９号及び第10号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任

期間とする。

８ 前項の委員は、再任されることができる。

（専門委員）

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岩手県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地

方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

（議事等）

第５条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災

会議にはかって定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（昭和62年３月16日条例第12号）

この条例は、昭和62年４月１日から施行する。

附 則（平成12年３月17日条例第１号）

この条例は、平成12年４月１日から施行する。

附 則（平成24年９月12日条例第13号）

この条例は、公布の日から施行する。
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１－６－１

災 害 記 録（主たる火災）

1 建物

火災発生年月日 出火場所 焼失戸数等

明治９年５月１日 愛宕山（一戸大沢） 中町・上町・本町ほぼ全焼

明治17年５月20日 高善寺野田 人家121戸、土蔵25棟、小屋16棟

明治23年５月22日 高善寺野田 43戸

明治31年４月７日 姉帯 11戸

明治32年６月４日 小鳥谷仁昌寺 18戸

明治41年７月28日 西法寺稲荷 10戸

大正元年12月26日 一戸袋町 14戸

大正４年７月20日 小繋 25戸

昭和３年11月30日 一戸袋町 10戸

昭和５年３月７日 小鳥谷中屋敷 木炭倉庫15棟、人家５戸

昭和21年５月７日 面岸 11戸

昭和27年３月18日 小鳥谷中屋敷 木炭倉庫20棟、人家８戸

昭和30年12月15日 小友半在家 21戸

昭和31年５月８日 楢山字深持 人家11戸、非住家21棟

昭和41年５月20日 根反字中瀬 ８戸

昭和47年３月10日 面岸字一本木 14戸

昭和63年４月24日 女鹿字下女鹿 ４棟

平成元年５月１日 小鳥谷字野里 ４棟

平成２年７月１日 西法寺字館越 ４棟

平成３年６月13日 月舘字赤屋敷 ５棟

平成11年８月26日 小鳥谷字女鹿口 ５棟全焼

平成14年８月29日 一戸字越田橋 ２棟全焼 部分焼１棟（製材工場2,758㎡）

平成18年４月10日 根反字中村 ３棟全焼

平成18年５月１日 鳥越字滝ノ沢 ８棟全焼 部分焼３棟

平成19年10月29日 根反字中村 ３棟全焼 部分焼１棟
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平成21年４月８日 根反字野崎 ７棟全焼 部分焼１

平成23年７月２日 出ル町字泉沢 ３棟全焼 部分焼１

平成25年１月10日 岩舘字沢田 ２棟（母屋、小屋）全焼

平成26年12月15日 女鹿字新田 １棟（堆肥製造作業所）全焼

平成28年１月12日 小友字後反 １棟（鶏舎）全焼

平成29年４月２日 中山字軽井沢 ２棟（母屋、小屋）全焼

平成30年１月23日 岩舘字川又 ３棟（住居、旧母屋、小屋）全焼

令和元年11月22日 面岸字向山 ３棟（住居、小屋２）全焼

令和２年７月３日 一戸字大越田 １棟（物置）全焼 部分焼１（住居）

2 山林火災

火災発生年月日 出火場所 焼失面積等

明治21年５月26日 茂谷山 ２日間燃え続ける

昭和31年５月８日 楢山字深持 70余町歩（70ha）

昭和44年４月29日 中里字武道平（中亀山） 68.6ha

昭和48年５月26日 小鳥谷字上平 2.5ha

昭和58年４月14日 一戸字大越田 1.55ha

昭和63年４月26日 女鹿字新田 3.00ha

昭和63年５月11日 女鹿字大久保 2.00ha

平成元年６月９日 楢山字古里 1.50ha

平成６年４月１日 一戸字小滝 1.15ha

平成11年６月14日 月舘字宮沢 6.54ha

平成30年５月16日 宇別字中村 4.12ha
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２－１－１

消防法に定める指定防火対象物数（消防法第８条）

（令和６年３月31日現在）

業務別 数

1
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 2

ロ 公会堂又は集会所 4

2

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

ロ 遊戯場又はダンスホール 1

ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗

ニ カラオケボックスその他これらに類するもの

3

イ 待合、料理店その他これらに類するもの

ロ 飲食店 6

4 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場 16

5
イ 旅館、ホテル又は宿泊所その他これらに類するもの 3

ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 64

6

イ 病院、診療所又は助産所 7

ロ

老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、介

護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設（通所施

設を除く）、肢体不自由児施設（通所施設を除く）、重症心身障害児施設、障害

者支援施設

23

ハ

老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援

センター、有料老人ホーム、更生施設、助産施設、保育施設、児童養護施設、知

的障害児通園施設、盲ろうか児施設（通所施設に限る）、肢体不自由児施設（通

所施設に限る）、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭センタ

ー、身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホ

ーム、

33

ニ 幼稚園又は特別支援学校 5

7
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各

種学校その他これらに類するもの
34

8 図書館、博物館、美術館その他に類するもの 2
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9
イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 3

10 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 1

11 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 3

12
イ 工場又は作業場 74

ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ

13
イ 自動車車庫又は駐車場 17

ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫

14 倉庫 78

15 前各項に該当しない事業場 419

16
イ

複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項まで、5項イ6項又9項イに掲げ

る防火対象物の用途に供されているもの
30

ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 17

16-2 地下街

16-3

建築物の地階（16の2項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して

設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（1項から4項まで、5項イ、6項ま

たは9項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る）

17

文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重

要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によ

って重要美術品として認定された建造物

2

18 延長50メートル以上のアーケード

19 市町村長が指定する山林

20 総務省令で定める船車

合 計 844
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２－４－４

山地災害危険地区一覧

（岩手県調査）

1 山腹崩壊危険地区

№ 地区名 № 地区名 № 地区名 № 地区名

35-62-1 川原田 35-62-12 来田 35-62-23 下村 35-62-34 八木沢

35-62-2 滝ノ沢 35-62-13 来田 35-62-24 下村 35-62-35 名子根

35-62-3 悪戸平 35-62-14 来田 35-62-25 下村 35-62-36 中野平

35-62-4 八木沢 35-62-15 来田 35-62-26 下村 35-62-37 落合

35-62-5 中野平 35-62-16 下月舘 35-62-27 田子 35-62-38 落合

35-62-6 小滝、高善 35-62-17 中里二 35-62-28 田子 35-62-39 落合

35-62-7 小滝、高善 35-62-18 下女鹿 35-62-29 駒木 35-62-40 平糠東

35-62-8 諏訪野 35-62-19 下女鹿 35-62-30 駒木 35-62-41 平糠東

35-62-9 来田 35-62-20 川又 35-62-31 駒木

35-62-10 来田 35-62-21 子守 35-62-32 駒木 41 箇所

35-62-11 来田 35-62-22 門前 35-62-33 駒木

2 崩壊土砂流出危険地区

№ 地区名 № 地区名 № 地区名 № 地区名

35-62-1 双畑 35-62-12 仁昌寺 35-62-23 小繋 35-62-34 小滝、高善寺

35-62-2 双畑 35-62-13 根反 35-62-24 来田 35-62-35 樋ノ口

35-62-3 来田 35-62-14 下面岸 35-62-25 駒木 35-62-36 樋ノ口

35-62-4 来田 35-62-15 下面岸 35-62-26 田ノ岡 35-62-37 根反

35-62-5 来田 35-62-16 面岸 35-62-27 田ノ岡 35-62-38 落合

35-62-6 来田 35-62-17 名子根 35-62-28 来田 35-62-39 落合

35-62-7 根反 35-62-18 下村 35-62-29 小滝、高善寺 35-62-40 平糠東

35-62-8 野磯鶏 35-62-19 下村 35-62-30 川又 35-62-41 野尻

35-62-9 小滝、高善寺 35-62-20 下村 35-62-31 面岸開拓 35-62-42 野尻

35-62-10 悪戸平 35-62-21 高屋敷 35-62-32 平糠西

35-62-11 中里一 35-62-22 小繋 35-62-33 名子根 42 箇所

3 地すべり危険地区

№ 地区名 № 地区名 № 地区名 № 地区名

35-62-1 子守 35-62-2 下面岸 35-62-3 平船 35-62-4 来田

4 箇所
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２－４－６

土砂災害警戒区域等の指定状況

（295 箇所 R6.1.29 現在）

種別 番号 箇所番号 箇所名 字 告示年月日

急傾斜地の崩壊 1 019A0718 稲荷 3 月舘 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 2 019A0719 岩清水 出ル町 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 3 020A0708 悪戸平 鳥越 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 4 020A0709 楢山(2) 楢山 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 5 020A0710 双畑 楢山 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 6 020A0712 滝野 楢山 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 7 020A0714 後反 小友 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 8 020A0717 稲荷 2 月舘 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 9 020A0723 北舘(1) 一戸 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 10 020A0727 野田 高善寺 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 11 020A0728 稲荷(1) 高善寺 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 12 020A0730 中村 根反 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 13 020A0737 小井田 一戸 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 14 020A1001 宮古沢 鳥越 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 15 020A1002 悪戸平-1 鳥越 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 16 020A1003 野月内舘 鳥越 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 17 020A1005 大越田-1 一戸 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 18 020A1007 下楢山 楢山 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 19 020A1008 大沢 一戸 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 20 020A1009 前田-1 一戸 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 21 020A1010 樋ノ口 一戸 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 22 020A1011 越田橋-1 一戸 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 23 020A1012 傘木 高善寺 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 24 020A1013 傘木-1 高善寺 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 25 020A1014 北舘-6 一戸 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 26 020A1015 平田沢 西法寺 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 27 020A1016 関屋 西法寺 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 28 020A1017 関屋-1 西法寺 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 29 020A1019 関屋-2 西法寺 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 30 020A1020 馬場平 岩舘 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 31 020A1021 馬場平-1 岩舘 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 32 020A1022 舘 岩舘 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 33 020A1023 関屋-3 西法寺 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 34 020A1024 武道平 中里 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 35 020A0731 沢内 女鹿 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 36 020A0732 沢内(2) 女鹿 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 37 020A1025 侍村 姉帯 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 38 029A1001 東田子 小繋 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 39 030A0735 松長根 面岸 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 40 038A1001 落合 平糠 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 41 038A1002 軽井沢 中山 H21.3.27

急傾斜地の崩壊 42 020B1010 駒木平 鳥越駒木平 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 43 020B1011 過利石 鳥越過利石 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 44 020B1012 中屋敷-3 鳥越中屋敷 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 45 020B1013 駒木平-1 鳥越駒木平 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 46 020B1014 悪戸平-2 鳥越悪戸平 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 47 020B1015 上野平 鳥越上野平 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 48 020B1017 太田 鳥越太田 R2.5.29

急傾斜地の崩壊
49 020B1018 舘ノ下-5 鳥越舘ノ下 R2.5.29

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊 50 020B1019 舘ノ下-1 鳥越舘ノ下 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 51 020B1020 舘ノ下-2 鳥越舘ノ下 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 52 020B1021 稲荷沢 鳥越稲荷沢 R2.5.29
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急傾斜地の崩壊 53 020B1022 舘ノ下-3 鳥越舘ノ下 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 54 020B1023 野月内舘-1 鳥越野月内舘 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 55 020B1026 竹林 鳥越竹林 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 56 020B1064 川又-2 岩舘川又 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 57 020B1066 野馬鹿 姉帯野馬鹿 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 58 020B1067 侍村 姉帯侍村 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 59 020B1068 鬼淵 姉帯鬼淵 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 60 020E1002 舘ノ下-4 鳥越舘ノ下 R2.5.29

急傾斜地の崩壊 61 020A1004 大越田 一戸大越田 R3.3.23

急傾斜地の崩壊 62 020A1018 砂森 一戸砂森 R3.3.23

急傾斜地の崩壊 63 020B1037 上野 一戸上野 R3.3.23

急傾斜地の崩壊 64 020B1040 平田沢-1 西法寺平田沢 R3.3.23

急傾斜地の崩壊 65 020B1045 沢田-1 岩舘沢田 R3.3.23

急傾斜地の崩壊 66 020B1052 中瀬 根反中瀬 R3.3.23

急傾斜地の崩壊 67 020B1061 釜屋敷 小友釜屋敷 R3.3.23

急傾斜地の崩壊 68 020C1006 額卸 鳥越額卸 R3.3.23

急傾斜地の崩壊 69 020C1008 竹林-1 一戸親久保 R3.3.23

急傾斜地の崩壊 70 020A0715 妻の神 小友坂ノ下 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 71 020A0724 北舘(2) 一戸北舘 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 72 020A0725 北舘(3) 一戸北舘 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 73 020A0729 稲荷（2） 西法寺稲荷 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 74 020A0824 北舘(5) 一戸北舘 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 75 020A1006 越田橋 一戸越田橋 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 76 020A1007-1 下楢山-2 楢山下楢山 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 77 020B1024 大越田-2 一戸大越田 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 78 020B1025 大越田-3 一戸大越田 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 79 020B1027 樋ノ口-1 一戸樋ノ口 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 80 020B1029 高平 楢山高平 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 81 020B1030 下楢山-1 楢山下楢山 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 82 020B1031 毛鳥 楢山毛鳥 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 83 020B1032 越田橋-2 一戸越田橋 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 84 020B1033 古舘平 高善寺古舘平 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 85 020B1035 北舘-8 一戸北舘 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 86 020B1036 北舘-9 一戸北舘 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 87 020B1038 砂森-1 一戸砂森 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 88 020B1039 砂森-2 一戸砂森 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 89 020B1041 相ノ山 月舘相ノ山 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 90 020B1044 茶屋場 楢山茶屋場 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 91 020B1046 沢田-2 岩舘沢田 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 92 020B1047 関屋-4 西法寺関屋 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 93 020B1048 馬場平-2 岩舘馬場平 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 94 020B1049 御所野 根反御所野 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 95 020B1050 御所野-1 根反御所野 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 96 020B1053 子守 小鳥谷女鹿口 R3.10.19

急傾斜地の崩壊
97 020B1054 女鹿口 小鳥谷女鹿口 R3.10.19

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊 98 020B1055 野磯鶏 根反野磯鶏 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 99 020B1056 野磯鶏-1 根反野磯鶏 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 100 020B1057 中村-6 根反中村 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 101 020B1059 中里-1 中里中里 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 102 020B1062 後反-1 小友半在家 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 103 020B1063 中崎 女鹿中崎 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 104 020C1005 宮古沢-1 鳥越上野平 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 105 020D0111 小姓堂 小鳥谷小姓堂 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 106 020E1003 砂森-3 一戸砂森 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 107 020E1004 沢田-3 岩舘沢田 R3.10.19
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急傾斜地の崩壊 108 020E1005 舘-2 岩舘舘 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 109 029A0733 平糠(1) 平糠下平 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 110 029B1001 高間木 平糠高間木 R3.10.19

急傾斜地の崩壊

111 029D0112 平糠 平糠下平 R3.10.19急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊

急傾斜地の崩壊 112 038B1002 大欠切 平糠大欠切 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 113 新規 23 平糠保健福祉館 平糠東 R3.10.19

急傾斜地の崩壊 114 020A0726 北舘(4) 北舘 R4.2.8

急傾斜地の崩壊 115 020D1001 諏訪野 西法寺平田沢 R4.2.8

急傾斜地の崩壊 116 020B1034 北舘-7 一戸北舘 R4.3.29

急傾斜地の崩壊 117 020B1042 相ノ山-1 月舘相ノ山 R4.3.29

急傾斜地の崩壊 118 020B1043 相ノ山-2 月舘相ノ山 R4.3.29

急傾斜地の崩壊 119 020B1051 御所野-2 根反御所野 R4.3.29

急傾斜地の崩壊 120 020B1060 稲荷 月舘稲荷 R4.3.29

急傾斜地の崩壊 121 020B1065 穴久保 小鳥谷穴久保 R4.3.29

急傾斜地の崩壊 122 020B1069 子守-1 岩舘子守 R4.3.29

急傾斜地の崩壊 123 020E1006 女鹿口-1 小鳥谷女鹿口 R4.3.29

急傾斜地の崩壊 124 028B1004 新田 女鹿新田 R4.3.29

急傾斜地の崩壊 125 038B1001 落合-1 平糠落合 R4.3.29

土石流 1 A019008 泉沢 泉沢 H21.3.27

土石流
2 A019009 泉沢(2) 泉沢 H21.3.27

土石流

土石流
3 A019101 薬師堂の沢 薬師堂 H21.3.27

土石流

土石流 4 A019105 出ル町の沢 出ル町 H21.3.27

土石流 5 A019106 出ル町の沢(2) 出ル町 H21.3.27

土石流 6 A019107 出ル町の沢(3) 出ル町 H21.3.27

土石流 7 A019108 出ル町の沢(4) 出ル町 H21.3.27

土石流 8 A020022 西法寺の沢 寺屋敷 H21.3.27

土石流 9 A020023 西法寺の沢(2) 西法寺 H21.3.27

土石流 10 A020025 川原目の沢 下川原目 H21.3.27

土石流 11 A020026 川原目の沢(2) 下川原目 H21.3.27

土石流 12 A020028 中里の沢 中里 H21.3.27

土石流
13 A020029 小滝の沢 小滝 H21.3.27

土石流

土石流 14 A020031 双畑の沢 双畑 H21.3.27

土石流 15 A020032 双畑の沢(2) 双畑 H21.3.27

土石流 16 A020033 楢山の沢 下楢山 H21.3.27

土石流 17 A020034 越田橋の沢 越田橋 H21.3.27

土石流 18 A020102 北舘の沢 北舘 H21.3.27

土石流
19 A020106 半在家の沢 半在家 H21.3.27

土石流

土石流 20 A020107 半在家の沢(2) 半在家 H21.3.27

土石流

21 A020108 稲荷の沢 稲荷 H21.3.27土石流

土石流

土石流 22 A020109 旗鋒の沢 旗鋒 H21.3.27

土石流
23 A020110 平田沢 平田沢 H21.3.27

土石流

土石流 24 A029019 小繋の沢(2) 小繋 H21.3.27

土石流 25 A029020 小繋の沢(3) 小繋 H21.3.27

土石流 26 A029021 小繋の沢(4) 小繋 H21.3.27

土石流 27 A020008 馬場の沢 馬場 H21.3.27

土石流 28 A020010 鬼淵の沢 鬼淵 H21.3.27

土石流 29 A020011 侍村の沢 侍村 H21.3.27
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土石流 30 A020012 侍村の沢(2) 侍村 H21.3.27

土石流 31 A020013 川久保の沢 川久保 H21.3.27

土石流 32 A020016 中村の沢 中村 H21.3.27

土石流 33 A020017 中村の沢(2) 中村 H21.3.27

土石流 34 A020035 上女鹿の沢 上女鹿 H21.3.27

土石流 35 A020036 中崎の沢 中崎 H21.3.27

土石流 36 A020037 中崎の沢(2) 中崎 H21.3.27

土石流 37 A020103 女鹿口の沢 女鹿口 H21.3.27

土石流 38 A020104 江六前の沢 江六前 H21.3.27

土石流 39 A020105 沢内の沢 沢内 H21.3.27

土石流 40 A029002 名子根の沢 名子根 H21.3.27

土石流
41 A029003 馬場の沢(2) 馬場 H21.3.27

土石流

土石流 42 A029004 上女鹿の沢(2) 上女鹿 H21.3.27

土石流 43 A029005 大志田の沢 大志田 H21.3.27

土石流 44 A029006 大志田の沢(2) 大志田 H21.3.27

土石流 45 A029009 道地の沢 道地 H21.3.27

土石流 46 A029010 道地の沢(2) 道地 H21.3.27

土石流 47 A029011 稲荷の沢 稲荷 H21.3.27

土石流 48 A029017 西田子の沢 西田子 H21.3.27

土石流 49 A029101 野尻の沢 野尻 H21.3.27

土石流 50 A019102 金葛の沢 金葛前田 H21.3.27

土石流 51 A020009 門前の沢 姉帯門前 R2.5.29

土石流 52 A020112 戸屋森の沢 鳥越戸屋森 R2.5.29

土石流 53 B020123 門前の沢(2) 姉帯舘 R2.5.29

土石流
54 B020124 野馬鹿の沢-1 姉帯野馬鹿 R2.5.29

土石流

土石流 55 B020138 稲荷沢 鳥越稲荷沢 R2.5.29

土石流 56 A020018 中瀬の沢 根反中瀬 R3.3.23

土石流 57 A020021 関屋の沢 西法寺関屋 R3.3.23

土石流 58 A020024 釜屋敷の沢 小友釜屋敷 R3.3.23

土石流 59 A029014 仁昌寺の沢(3) 小鳥谷仁昌寺 R3.3.23

土石流 60 A029015 中屋敷の沢 小鳥谷中屋敷 R3.3.23

土石流 61 A029016 中屋敷の沢(2) 小鳥谷中屋敷 R3.3.23

土石流 62 B019101 泉沢(3) 出ル町泉沢 R3.3.23

土石流 63 B020116 地蔵堂の沢 根反中村 R3.3.23

土石流 64 B020125 中瀬の沢(2) 根反中瀬 R3.3.23

土石流 65 B020126 中瀬の沢(3) 根反中瀬 R3.3.23

土石流 66 B029115 焼切の沢(3) 女鹿焼切 R3.3.23

土石流 67 B029127 若子内の沢(2) 小鳥谷若子内 R3.3.23

土石流 68 B030214 下村の沢 面岸下村 R3.3.23

土石流 69 B038207 東沢(4) 平糠大欠切 R3.3.23

土石流 70 B038208 東沢(5) 平糠大欠切 R3.3.23

土石流 71 B038212 南股沢(4) 宇別名越 R3.3.23

土石流 72 A019103 岩清水の沢 出ル町岩清水久保 R3.10.19

土石流 73 A019104 岩清水の沢(2) 出ル町岩清水久保 R3.10.19

土石流 74 A020030 深持の沢 楢山深持 R3.10.19

土石流 75 A020038 女鹿舘の沢 女鹿女鹿舘 R3.10.19

土石流 76 A020111 西法寺の沢(3) 西法寺西法寺 R3.10.19

土石流 77 A029007 西の沢 平糠名子根 R3.10.19

土石流 78 A029008 東の沢 平糠東 R3.10.19

土石流 79 A029012 仁昌寺の沢 小鳥谷高森沢 R3.10.19

土石流 80 A029013 仁昌寺の沢(2) 小鳥谷高森沢 R3.10.19

土石流 81 A029018 小繋の沢 小繋小繋 R3.10.19

土石流 82 A029022 小繋の沢(5) 小繋小繋 R3.10.19

土石流 83 B020112 小木田の沢 楢山小木田 R3.10.19



1011

種別 番号 箇所番号 箇所名 字 告示年月日

土石流 84 B020113 来田の沢 楢山来田 R3.10.19

土石流 85 B020114 野磯鶏の沢 根反野磯鶏 R3.10.19

土石流 86 B020115 野磯鶏の沢(2) 根反野磯鶏 R3.10.19

土石流 87 B020117 根反川 根反野磯鶏 R3.10.19

土石流 88 B020118 野磯鶏の沢(3) 根反野磯鶏 R3.10.19

土石流 89 B020119 野磯鶏の沢(4) 根反野磯鶏 R3.10.19

土石流 90 B020120 野磯鶏の沢(5) 根反野磯鶏 R3.10.19

土石流 91 B020121 野磯鶏の沢(6) 根反野磯鶏 R3.10.19

土石流 92 B020122 野磯鶏の沢(7) 根反野磯鶏 R3.10.19

土石流 93 B020127 上女鹿の沢(3) 女鹿上女鹿 R3.10.19

土石流 94 B020128 中崎の沢(3) 女鹿中崎 R3.10.19

土石流 95 B020129 中崎の沢(4) 女鹿中崎 R3.10.19

土石流 96 B020130 中崎の沢(5) 女鹿中崎 R3.10.19

土石流 97 B020131 中崎の沢(6) 女鹿中崎 R3.10.19

土石流 98 B020132 江六前の沢(2) 女鹿向女鹿舘 R3.10.19

土石流 99 B020133 岩崎の沢 女鹿岩崎 R3.10.19

土石流 100 B020134 草木の沢 女鹿草木 R3.10.19

土石流 101 B020135 半在家の沢(3) 小友半在家 R3.10.19

土石流 102 B020137 泉田の沢 月舘泉田 R3.10.19

土石流 103 B020141 楢山の沢(2) 楢山楢山 R3.10.19

土石流 104 B028101 沼ノ沢 小友沼ノ沢 R3.10.19

土石流 105 B028102 山井の沢 小友山井 R3.10.19

土石流
106 B028103 上田子の沢-1 小繋上田子 R3.10.19

土石流

土石流 107 B029101 稲荷の沢(2) 小鳥谷中村 R3.10.19

土石流 108 B029102 下野尻の沢 平糠田岡 R3.10.19

土石流 109 B029103 田岡の沢 平糠田岡 R3.10.19

土石流 110 B029104 八木沢 平糠高間木 R3.10.19

土石流 111 B029105 西火行の沢 中山西火行 R3.10.19

土石流 112 B029106 東田子の沢 小繋東田子 R3.10.19

土石流 113 B029107 早坂の沢 小繋西田子 R3.10.19

土石流 114 B029108 早坂の沢(2) 小繋早坂 R3.10.19

土石流 115 B029109 小繋の沢(6) 小繋小繋 R3.10.19

土石流 116 B029110 新田の沢 女鹿新田 R3.10.19

土石流 117 B029111 白山の沢 小友山井 R3.10.19

土石流 118 B029112 白山の沢（2） 小友白山 R3.10.19

土石流 119 B029113 焼切の沢 女鹿焼切 R3.10.19

土石流 120 B029114 焼切の沢(2) 女鹿焼切 R3.10.19

土石流 121 B029116 椛の木の沢 小友椛ノ木 R3.10.19

土石流 122 B029117 椛の木の沢(2) 小友椛ノ木 R3.10.19

土石流 123 B029118 椛の木の沢(3) 小友椛ノ木 R3.10.19

土石流 124 B029119 坂ノ下の沢 小友坂ノ下 R3.10.19

土石流 125 B029120 大久保の沢 女鹿大久保 R3.10.19

土石流 126 B029122 沢内の沢(2) 女鹿沢内 R3.10.19

土石流 127 B029123 沢内の沢(3) 女鹿沢内 R3.10.19

土石流 128 B029126 若子内の沢 小鳥谷若子内 R3.10.19

土石流 129 B038201 深沢 平糠深沢 R3.10.19

土石流 130 B038202 深沢(2) 平糠深沢 R3.10.19

土石流 131 B038203 東沢 平糠大欠切 R3.10.19

土石流 132 B038204 東沢(2) 平糠大欠切 R3.10.19

土石流 133 B038206 東沢(3) 平糠大欠切 R3.10.19

土石流 134 B038209 南股沢 宇別名越 R3.10.19

土石流 135 B038210 南股沢(2) 宇別名越 R3.10.19

土石流 136 B038211 南股沢(3) 宇別名越 R3.10.19

土石流 137 J019108 境田の沢(2) 出ル町堺田 R3.10.19

土石流 138 J019115 八前の沢 月舘八前 R3.10.19
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種別 番号 箇所番号 箇所名 字 告示年月日

土石流 139 J020107 武道平の沢 中里武道平 R3.10.19

土石流 140 J020108 武道平の沢(2) 中里土屋敷 R3.10.19

土石流 141 J020110 旗鋒の沢(2) 中里上前田 R3.10.19

土石流 142 J028101 西ノ沢の沢 出ル町栃ノ木沢 R3.10.19

土石流 143 J029102 下平の沢 平糠野尻 R3.10.19

土石流 144 J029104 下平の沢(4) 小繋下平 R3.10.19

土石流 145 J029105 下平の沢(2) 小繋下平 R3.10.19

土石流 146 J029106 新田の沢(3) 女鹿新田 R3.10.19

土石流 147 J029108 焼切の沢(4) 女鹿焼切 R3.10.19

土石流 148 J029111 大久保の沢(3) 女鹿大久保 R3.10.19

土石流 149 J029113 大志田の沢(3) 宇別道迫 R3.10.19

土石流 150 J029114 新田の沢(2) 女鹿新田 R3.10.19

土石流 151 J038203 東沢(7) 平糠大欠切 R3.10.19

土石流 152 B020136 大屋敷の沢 月舘大屋敷 R4.2.8

土石流 153 A020015 穴久保の沢 小鳥谷穴久保 R4.3.29

土石流
154 B029124 笹目子の沢 小鳥谷笹目子 R4.3.29

土石流

土石流 155 B029125 笹目子の沢(2) 小鳥谷笹目子 R4.3.29

土石流 156 B038205 名越の沢 宇別名越 R4.3.29

地すべり 1 47 八木沢 鳥越 R4.3.29

地すべり
2 48 袖子田 中里袖子田、中里下前田 R4.3.29

地すべり

地すべり 3 49 女鹿舘 女鹿女鹿舘 R4.3.29

地すべり 4 50 小井田 一戸小井田 R4.3.29

地すべり 5 51 北舘 一戸北舘 R4.3.29

地すべり 6 52 滝野 楢山滝野 R4.3.29

地すべり 7 53 茶屋場 楢山茶屋場 R4.3.29

地すべり 8 72 野田 高善寺野田 R4.3.29

地すべり 9 73 西法寺 西法寺稲荷 R4.3.29

地すべり 10 74 田中 岩舘田中 R5.2.28

地すべり 11 114 地切 岩舘上地切 R4.3.29

地すべり 12 153 名子根 姉帯名子根 R4.3.29

地すべり 13 154 下村 面岸一本木 R4.3.29

地すべり 14 162 関屋 西法寺舘越 R4.3.29
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２－５－１

要配慮者利用施設等一覧

（水防法第 15条第１項第４号、土砂災害防止法第８条第１項第４号）

施設種別 施設名 住所

社会福祉施設 慶寿園 姉帯字下村 24-1

社会福祉施設 こずやサンブルク 小鳥谷字野中 21

社会福祉施設 一戸子供の家保育園 高善寺字古舘平３－６

社会福祉施設 一戸町立いちのへじょうもんの里こども園 一戸字砂森 151－２

学校 一戸町立一戸小学校 一戸字砂森 149－13

学校 一戸町立一戸南小学校 西法寺字関屋 62－１

医療施設 松井内科医院 一戸字本町 58

医療施設 ふくもりた子どもクリニック 一戸字向町 109

医療施設 一戸森眼科 一戸字向町 108－１

医療施設 小野寺内科医院 一戸字向町 148－１

社会福祉施設 一戸町立一戸学童クラブ 一戸字砂森 149－13

社会福祉施設 一戸町有料老人ホーム（ナーシングあいあい） 一戸字砂森 60－１

医療施設 岩手県立一戸病院 一戸字砂森 60－１

社会福祉施設 一戸町社協指定居宅介護支援事業所 一戸字砂森 93－２

社会福祉施設 一戸町地域包括支援センター 一戸字砂森 93－２

社会福祉施設 株式会社結愛サービス公社 一戸字砂森 93－２

社会福祉施設 株式会社結愛サービス公社居宅介護支援事業所 一戸字砂森 93－２

社会福祉施設 一戸保育所 一戸字大沢 12

社会福祉施設 一戸町高齢者グループホーム 一戸字田中 72－１

社会福祉施設 一戸町特別養護老人ホーム 一戸字田中 72－１

社会福祉施設 多機能事業所 「ほほえみ」 一戸字樋ノ口 58－３

社会福祉施設 よされステーション「ゆらり」 一戸字樋ノ口 58－３

社会福祉施設 一戸町立小鳥谷保育所 小鳥谷字中屋敷上 11－１

学校 一戸町立一戸中学校 一戸字砂森 12

学校 一戸町立一戸（養護）中学校 一戸字砂森 12

学校 岩手県立一戸高等学校 一戸字蒔前 60－１

学校 一戸町立小鳥谷小学校 小鳥谷字仁昌寺 43－２

医療施設 こしみず歯科クリニック 一戸字蒔前 52

社会福祉施設 一戸町立一戸南学童クラブ 西法寺字関屋 150－１

社会福祉施設 一戸町立小鳥谷学童クラブ 小鳥谷字中屋敷上１－11

社会福祉施設
共同生活援助事業所「カシオペア」・グループホーム「オリ

オン」
西法寺字西法寺４－４
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２－６－１

町道の除雪体制

一戸町除雪対策本部活動要領

１．目的

この要領は、町道除雪対策本部（以下「対策本部」という。）の活動に関する基本的な事項を定め、適

正かつ円滑な除雪の実施により町民の安定と災害の防止を図ろうとするものである。

２．対策本部の組織

（1）対策本部の組織は、次のとおりとする。

本部長 建設部長

副本部長 地域整備課長、ただし、建設部長と地域整備課長が兼務の場合は地域整備課課長

補佐とする。

本部 地域整備課

作業班 地域整備課

（2）対策本部の設置は、毎年 12 月 1 日とし、翌年の 3 月 31 日をもって解散する。

３．対策本部の所掌事務

除雪対策に関する計画を作成し、その実施を推進すること。

４．出動体制

（1）雪害の発生を防ぎ、緊急に交通の確保を図る必要があるとき、本部長は副本部長

と協議のうえ、本部に出動を指示する。

（2）本部は、出動体制の指示を受けたときは、直ちに作業班に伝達し、職員は速やかに出動しなければ

ならない。

（3）本部は、退庁後又は、休日等に出動を指示された場合は、別に定める職員非常招集要領により、職

員を招集するものとする。

５．災害対策本部

一戸町防災計画に基づく、災害対策本部が設置された場合、対策本部は、これに吸収統括される

ものとする。

６．この要領は、当該年度 12 月 1 日より施行する。



1015

２－７－１

町内の災害時孤立化想定地域

地区名 集落名 孤立化の要因 路線名

根反 根反 集落までの道路が土砂

災害発生の危険性が大

きいこと。

また隘路であるため。

町道

根反 野磯鶏 町道

平糠 落合 町道

面岸 上面岸 県道

面岸 下面岸 県道

面岸 面岸開拓 町道
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２－８－１

自主防災組織の状況

（令和 6 年 4 月 1 日現在）

組織名 世帯数 隊員数 設立年月日

下楢山部落会 51 92

下町町内会 92 193

高屋敷町内会 防災班 40 84

西法寺町内会 191 392

青葉日蓄地区公民館 78 144

駅前・諏訪野地区公民館 203 433

小友・上小友防災会 126 253

八幡町町内会 46 109

関屋町内会 198 374

袋町町内会 261 561 平成 22 年 4 月 4 日

堰のぼり自主防災会 63 137 平成 23 年 5 月 29 日

奥中山第 4 部落西地区 自主防災

会
89 185

※平成 24 年 4 月 1 日

※平成 31 年 4 月 1 日分離

奥中山第 4 部落東地区 自主防災

会
90 185

釜石地区自主防災会 28 85 平成 24 年 4 月 1 日

袖ケ沢地区自主防災会 30 74 平成 24 年 5 月 6 日

旧中山地区自主防災会 52 124 平成 24 年 8 月 1 日

中山第 2 地区自主防災会 56 106 平成 24 年 9 月 1 日

中山第 3 地区自主防災会 89 170 平成 24 年 9 月 1 日

奥中山第 1 地区自主防災会 196 364 平成 24 年 10 月 23 日

月舘地区自主防災会 120 244 平成 24 年 11 月 1 日

下村・上里町内会自主防災組織 76 144 平成 26 年 4 月 1 日

上女鹿地区自主防災会 51 106 平成 26 年 9 月 25 日

中女鹿地区自主防災会 19 41 平成 26 年 11 月 1 日

下女鹿地区自主防災会 41 88 平成 26 年 12 月 1 日

根反地区自主防災委員会 51 93 平成 27 年 11 月 15 日設立

八木沢地区自主防災会 46 98 平成 30 年 8 月 1 日設立

鳥越中野・野月地区自主防災会 58 116 令和元年６月 1 日設立

中田町内会自主防災会 250 493 令和元年 12 月 25 日設立
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３－１－１

一戸町災害警戒本部設置要領

（目的）

第１ この要領は、気象予警報が発せられ、又は地震若しくは長雨等による地面現象災害が発生する恐

れがある場合において、情報の収集及び伝達を迅速かつ円滑に行うため、一戸町災害警戒本部（以下「災

害警戒本部」という。）の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

（設置基準）

第２ 災害警戒本部の設置基準は、次のとおりとする。

（１）気象警報、洪水警報が発表された場合において、総務部長が応急措置の実施のため関係機関との

調整が必要と判断したとき。

（２）大規模な火災、爆発等による災害（「火災・災害等即報要領（昭和 59 年 10 月 15 日付消防災第 267 号）」

に定める火災等即報の基準を超えた災害をいう。）が発生した場合において、総務部長が応急措置の実

施のため関係機関との調整が必要と判断したとき。

（３）町内で震度 4 又は震度 5 弱の地震を観測した場合において、総務部長が応急措置の実施のため関係機

関との調整が必要と判断したとき。

（４）その他、総務部長がその設置を必要と認めた場合

（所掌事務）

第３ 災害警戒本部の所掌事務は、次のとおりとする。

（１）気象予報・警報等の受領及び関係機関への伝達

（２）気象情報及び河川の水位情報の収集並びに関係機関への伝達

（３）各地域の気象等に関する状況及び被害発生状況の把握

（４）応急措置の実施

（５）その他の情報の把握

（組織）

第４ 災害警戒本部は本部長、副本部長、本部員及び本部職員をもって構成する。

２ 本部長は副町長を、副本部長は総務部長をもって充てる。

３ 本部員は建設部長、政策企画部長のほか各部課長職にあるもののうちから、状況に応じて本部長が

指名する。

４ 本部職員は総務課、地域整備課、政策企画課職員のうちから本部長が指名する。

（本部長及び副本部長）

第５ 本部長は本部事務を総括し、会議を主宰する。

２ 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

（会議）

第６ 災害警戒本部会議は、必要に応じて本部長が招集する。

（設置場所）

第７ 災害警戒本部は、総務課に置く。
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３－１－２

一戸町災害対策本部条例

（昭和 38 年３月 12 日条例第 10 号）

改正

平成 24 年９月 12 日条例第 13 号

（目的）

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 23 条の２第８項の規定に基づき、

一戸町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（組織）

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代

理する。

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

（部）

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。

４ 部長は、部の事務を掌理する。

（雑則）

第４条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成 24 年９月 12 日条例第 13 号）

この条例は、公布の日から施行する。
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３－１－３

一戸町現地災害対策本部設置要領

（目的）

第１ この要領は、震度６以上の地震等により町内に大規模な災害が発生した場合、住民の安全の確保

と情報の収集を迅速かつ円滑に行うため、一戸町現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）の設

置に関し必要な事項を定めるものとする。

（設置基準）

第２ 現地本部の設置基準は、町内に大規模な災害が発生し、係長・主査以上配備（２号）配備をもっ

て災害応急対策にあたる場合に設置する。

（所掌事項）

第３ 現地本部の所掌事項は、次のとおりとする。

（１） 人命救助、遺体保護に関すること。

（２） 被害状況の把握に関すること。

（３） 緊急車両用通行道路の確保に関すること。

（４） 収容避難所の開設に関すること。

（５） 避難者の把握、誘導に関すること。

（設置場所）

第４ 現地本部は、次のとおりとする。

（１） 小鳥谷地区・・・小鳥谷支所

（２） 奥中山地区・・・奥中山支所

（３） 姉帯地区・・・・姉帯支所

（４） 鳥海地区・・・・鳥海地区公民館

（現地本部の所管区域）

第５ 現地本部の所管区域は、次のとおりとする。

（１） 小鳥谷地区・・・小鳥谷支所が所管する区域

（２） 奥中山地区・・・奥中山支所が所管する地区

（３） 姉帯地区・・・・姉帯支所が所管する地区

（４） 鳥海地区・・・・鳥海小学校の学区

（組織）

第６ 現地本部は、上記所管区域に居住する職員をもって充てる。

２ 本部長は、参集した職員のうち、課長補佐以上の職員をもって、副本部長は係長以上の職員をもっ

て充てる。ただし、参集した職員のうち係長以上の職員がいない場合は、参集した職員のうちから本部

長及び副本部長を指名する。

（現地本部長及び現地副本部長）

第７ 現地本部長は、本部事務を総括する。

２ 現地副本部長は、現地本部長を補佐し、現地本部長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を

代理する。
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（現地本部の廃止）

第８ 本部長は、次の場合に現地本部を廃止する。

（１） 第３に定める所掌事項をすべて完了した場合。

（２） 災害復旧等により、各地区から町災害対策本部を設置する場所に職員が容易に参集できる場合。

（３） 町災害対策本部長が必要ないと認めるとき。

（雑則）

第９ この要領に定めるもののほか、現地本部の運営に関し必要な事項は、町災害対策本部長が別に定

める。

附則

この要領は、平成 12 年４月 10 日から施行する。

平成 27 年 3 月 日 改正
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３－２－１

気象情報等発表基準等

（令和 5 年 6 月 8 日現在 盛岡地方気象台）

府県予報区 岩手県

一次細分区域 内陸

地域 二戸地域

警報

大雨
（浸水害） 表面雨量指数基準 11

（土砂災害） 土壌雨量指数基準 96

洪水

流域雨量指数基準 馬淵川流域＝27.8、女鹿川流域＝10.8、

平糠川流域＝5、二ツ石川流域＝11.6、

小繋川流域=5.7、田子川流域=5.

複合基準 馬淵川流域=（5,27.3）、平糠川流域=（5,4.5）、

小繋川流域=（5,5.1）

指定河川洪水予報による基準 －

暴風 平均風速 16m/s

暴風雪 平均風速 16m/s 雪を伴う

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 50cm

注意報

大雨
雨量基準 3 時間雨量 50 ㎜

土壌雨量指数基準 69

洪水

流域雨量指数基準 馬淵川流域＝22.2、女鹿川流域＝8.6、

平糠川流域＝4、二ツ石川流域＝9.2、

小繋川流域=4.6、田子川流域=4.6

複合基準 馬淵川流域=（5,22.1）、平糠川流域=（5,3.2）、

二ツ石川流域=（5,6.9）、小繋川流域=（5,3.6）、

田子川流域=（5,3.7）

指定河川洪水予報による基準 －

強風 平均風速 11m/s

風雪 平均風速 11m/s 雪を伴う

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 20cm

雷 落雷等により被害が予想される場合

融雪 融雪により被害が予想される場合

濃霧 視程 100m

乾燥
① 最少湿度 40％、実効湿度 65％、風速 7m/s 以上が 2 時間継続

② 最少湿度 35％、実効湿度 60％

なだれ
① 山沿いで 24 時間降雪の深さ 40cm 以上

② 積雪が 50cm 以上で、日平均気温 5℃以上の日が継続

低温

夏期：最高・最低・平均気温のいずれかが、平年より 4～5℃以上低い日

が数日以上続くとき

冬期：①最低気温が氷点下 6℃以下であって、最低気温が平年より 5℃

以上低いとき、②最低気温が氷点下 6℃以下であって、最低気温が

平年より 2℃以上低い日が数日続くとき

霜
早霜、晩霜期におおむね最低気温 2℃以下（早霜期は農作物の生育を考

慮し実施する）

着氷・着雪 大雪注意報の条件下で気温が氷点下 2℃より高い場合

記録的短時間大雨情報 1 時間雨量 100 ㎜
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３－３－１

町の非常・緊急通話用電話一覧

№ 設置場所 電話番号 住所 備考

1

一戸町役場庁舎

一戸地区センター

一戸町体育館

33-2111

高善寺字大川鉢 24-9

2 小鳥谷地区センター 34-2111 小鳥谷字中屋敷上 12-4

3 小鳥谷地区センター 姉帯分館 34-2201 姉帯字馬場 30-7

4 奥中山地区センター 35-2112 中山字大塚 82-2

5 鳥海地区センター 33-1204 中里字上前田 46-4

6 一戸町浄水場 33-2447 一戸字砂森 143-2

7 一戸町コミュニティセンター
31-1400

一戸字砂森 117-2

8 一戸町図書館 〃

9 一戸町総合運動公園 33-4444 西法寺字大平 8

10 一戸町食育センター 33-2219 一戸字砂森 8-2

11 一戸町総合保健福祉センター
32-3700

一戸字砂森 93-2

12 地域包括支援センター 〃

13 一戸小学校 33-2181 一戸字砂森 149-13

14 一戸南小学校 33-3071 西法寺字関屋 62-1

15 奥中山小学校 35-2113 奥中山字西田子 75-4

16 小鳥谷小学校 34-2113 小鳥谷字仁昌寺 43-2

17 鳥海小学校 33-1077 中里字中前田 15

18 一戸中学校 33-3185 一戸字砂森 12

19 奥中山中学校 35-2219 中山字軽井沢 76-2

20 いちのへじょうもんの里こども園 32-2220 一戸字砂森 151-2

21 小鳥谷ふじの花こども園 34-2524 小鳥谷字中屋敷上 11-1

22 奥中山みどりの森こども園 35-2319 奥中山字西田子 75-3

23 一戸保育所 33-2211 一戸字大沢 12

24 一戸子供の家保育園 33-2859 高善寺字古舘平 3-6
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３－３－２

一戸町防災行政無線施設等の状況

防災行政無線（移動系）

区分 設置場所 備考

固定局 一戸町役場（同報系） ぼうさいいちのへこうほう

一戸町役場（移動系） ぼうさいいちのへ

基地局 観光天文台基地局 ぼうさいいちのへ

可搬型統制局 可搬型統制台 ぼうさいいちのへかはん 1

移動局 車載用 39 局 ぼうさいいちのへ

1.2.3.4.5.6.7.9～40

移動系半固定 1 局 ぼうさいいちのへはんこてい

携帯用 10 基 ぼうさいいちのへ

101～110

屋外拡声局 ぼうさいいちのへこたき ぼうさいいちのへこたき
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３－４－２

被害状況の判定基準

被害区分 判定基準

人
的
被
害

死者 死体を確認したもの、又は死体を確認することができないが死亡したことが確実な

もの。また、「災害関連死者」とは、当該災害による負傷の悪化又は避難生活等

における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法

律（昭和 48 年法律第 82 号）に基づき災害が原因で死亡したものと認められ

たものとする。

行方不明 所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの。

負傷者
重傷者 1 カ月以上の治療を要する見込みのもの。

軽傷者 1 カ月未満の治療を要する見込みのもの。

住
家
の
被
害

全焼、全壊、流

失

住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 70％以

上に達した程度のもの、又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の 50％

以上に達した程度のもの。

半壊、半焼

住家の被害が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、損壊

部分がその住家の延床面積の 20％以上 70％未満のもの、又は住家の主要構造部の

被害額がその住家の時価の 20％以上 50％未満のもの。

大規模

半壊

居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行

わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がそ

の住家の延床面積の 50%以上 70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経

済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 40%以上

50%未満のものとする。

中規模

半壊

居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分

の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが

困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 30%以上 50%未満の

もの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合

で表し、その住家の損害割合が 30%以上 40%未満のものとする。

半壊

住家半壊（半焼）のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具体的には、

損壊部分がその住家の延床面積の 20%以上 30%未満のもの、または住家の主要な

構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割

合が 20%以上 30%未満のものとする。

準半壊

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部

分がその住家の延床面積の 10%以上 20%未満のもの、または住家の主要な構成要

素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の被害割合が

10%以上 20%未満のものとする。

一部破損

被害が半壊に達しないが、ある程度の補修を加えれば再びその目的に使用できる程

度のもの（床上浸水及び床下浸水に該当するものを除く）。ただし、ガラスが数

枚破損した程度のごく小さなものは除く。

浸水

床上 全壊及び半壊に該当しない場合において、浸水が住家の床上に達した程度のもの。

床下
全壊及び半壊に該当しない場合において、浸水が住家の床上に達せず、床下に溜ま

った程度のもの。

非住家被害 住家以外の建築物で全壊、半壊程度の被害を受けたもの。
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田畑の

被害

流失、埋設 耕土が流失し、又は砂利等の堆積のため耕作が不能となったもの。

冠水 作付作物の先端が見えなくなる程度に水につかったもの。

文化財

の被害

全壊または滅失
文化財が滅失し、又は損壊部分が甚だしく、残存部分に補修を加えても文化財とし

ての価値を失ったと認められるもの。

半壊
重要部分に相当の被害を受けたが、相当の補修を加えれば文化財としての価値を維

持できるもの。

一部破損 被害が一部にとどまり、補修により文化財としての価値を維持できるもの。

その他

の被害

道路決壊
高速道路、一般国道、県道及び町道の一部が損壊し、車両の通行が不可能となった

程度の被害。

橋梁流失
町道以上の道路に架設した橋が一部又は全部流失し、一般の渡橋が不能になった程

度の被害。

堤防決壊
河川法にいう 1 級河川及び 2 級河川の堤防、あるいは溜池、かんがい用水路の堤防

が決壊し、復旧工事を要する程度の被害。

鉄道不通 電車等の通行が不能となった程度の被害。

被害報告に使用する用語の定義は次のとおりである。

用語 定義

住家 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わな

い。なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等の施設に常時人が居住している場

合には当該部分を住家とする。

世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。従って、同一家屋内に親子夫婦であっても、

生活実態が別々であれば当然 2 世帯となる。また、主として学生等を宿泊させている寄宿

舎、下宿その他これらに類する施設に宿泊するもので、共同生活を営んでいるものについ

ては、原則としてその寄宿舎等を 1 世帯として取り扱うものとする。

非住家被害 住家以外の建築物で全壊（全焼）、半壊（半焼）程度の被害を受けたものをいう。

罹災世帯 災害により、全壊（全焼）、半壊（半焼）、床上浸水により被害を受けた世帯をいう。

罹災者 罹災世帯の構成員をいう。
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３－６－１

ヘリポートの設置基準

（ア） 一般

① 平面図

② 進入表面断面図

③ 転移表面断面図

＊離着陸地帯の外側 10 メートルの範囲内に 1／2 勾配の表面上に出る高さの物件がない区域

[進入区域，進入表面の特例]
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① 進入経路と出発経路が同一方向に設定できない場合の進入区域，進入表面

② わん曲した進入経路，出発経路の場合の進入区域，進入表面

＊進入表面の勾配は，中心線上での勾配とする。

＊R は 210 メートル以上とする。

[転移表面の特例（一方の転移表面の勾配が 1／1 を超えることができる場合）]

＊転移表面断面図 Ｄ＝ローター直径

Ｗ＝離着陸地帯幅

3／4D の範囲内で離着陸地帯の

最高点を含む水平面より上に出

る物件がないこと。

2Wの範囲内は 1／10勾配の表面

の上に出る高さの物件のないこ

と。
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(イ) 山岳地，農地その他離着陸経路下に人又は物件のない場合（特殊地域）

① 平面図

② 進入表面断面図

③ 転移表面断面図

〔進入区域が 1 方向しか確保できない場合の進入表面，転移表面の特例〕

① 平面図
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② 進入表面断面図

③ 転移表面断面図

(ウ) 災害時において緊急輸送等、または訓練においても使用する離着陸場（防災対応離着陸場）の場合

① 平面図

①接 地 帯：長さ及び幅は使用機の全長以上の長さとする。

②離着陸地帯：長さ及び幅は使用機の全長に 20m 以上を加えた長さとする。

＊全長が 20m を越す機材については全長の 2 倍以上の長さとする。

＊離着陸地帯は原則として地上に設定する。但し，周囲環境により地上に設定で

きない場合，障害物の程度により「仮想離着陸地帯」として 15m までの高さ

を限度に離着陸地帯の上空に設定することができる。
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② 進入表面断面図

③ 転移表面断面図

（転移表面は設定せず）

※ 危険予防の措置

Ａ 飛行場外離着陸場への立入禁止措置

ヘリコプターの運航にかかわらない者の立入禁止措置を講ずること。

Ｂ 防塵措置

ヘリコプターの下降流による砂塵が発生するおそれがあるところでは、散水による防塵措置を講ずる

こと。

Ｃ 飛散防止措置

飛行場外離着陸場周囲の物品等の飛散防止措置を講ずること。
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３－６－２

ヘリポートの設置状況

所在地 名称

大きさ

（ｍ）
利用可能機種

一戸町役場

からの距離

消防署（一戸分署）

からの距離
林野火

災用の

可否縦 横 小型 中型 大型
距離

(㎞)

時間

(分)
距離(㎞) 時間(分)

一戸町西法

寺字大平 8

一戸町総合

運動公園 80 70 ○ 1.5 4 2.5 5 消火栓

一戸町一戸

字蒔前 60-1

県立北桜高

等学校グラ

ウンド

150 120 ○ 1.5 5 2.0 5 消火栓

一戸町奥中

山字西田子

662-1

奥中山高原

スキー場駐

車場

60 92 ○ 26.0 30 25.0 28

一戸町奥中

山字西田子

75

町立奥中山

小学校グラ

ウンド

100 100 ○ 23.0 25 21.0 23 消火栓
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３－７－１

緊急消防援助隊岩手県隊

（令和 6 年 1 月 29 日現在 県地域防災計画より抜粋）

区分 隊数 備考

統合機動部隊指揮隊 1 指揮者

岩手県大隊指揮隊 2 指揮車

消火小隊 42 消防ポンプ自動車、水槽付消防ポンプ車、化学消防ポンプ車

救助小隊 7 救助工作車、高度救助用資機材

救急小隊 23 災害対応型特殊救急自動車、高度救命用資機材

後方支援小隊 17 支援車、資機材搬送車、上記の部隊が 72 時間対応できるために必要な物

資等

通信支援小隊 1 広報通信車

特殊災害小隊（毒劇物

災害）

1 毒劇物、C 災害、B 災害対応資機材

特殊装備小隊 5

航空小隊 1 防災ヘリコプター

航空指揮支援隊 1 航空隊支援車

航空後方支援小隊 1 航空隊支援車

合計 102
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３－７－２

緊急消防援助隊岩手県隊出動連絡先

消防本部
時間

帯別
連絡窓口 電話番号 FAX 番号

盛岡地区
昼間 警防課 019-626-7402 019-651-9916

夜間 通信指令課 019-622-0119 019-626-4016

宮古地区
昼間 消防課 0193-71-1159

0193-62-9008
夜間 指令課 0193-77-5019

一関市
昼間

消防課 0191-25-0119 0191-25-5922
夜間

釜石大槌地区
昼間

通信司令室 0193-22-0119 0193-55-6199
夜間

奥州金ケ崎
昼間 危機管理室

0197-24-7211 0197-23-6009
夜間 水沢消防署

久慈広域
昼間 消防課

0194-53-0119 0194-53-3115
夜間 久慈消防署

花巻市
昼間

警防課 0198-24-2141 0198-23-2201
夜間

北上地区
昼間 警防課

0197-64-1122 0197-65-4621
夜間 北上消防署

大船渡地区
昼間 消防課

通信指令係
0192-27-2119 0192-27-7414

夜間

遠野市
昼間 消防総務課

0198-62-2119
0198-62-2271

夜間 通信指令室 0198-62-9922

陸前高田市
昼間

通信指令室 0192-54-2119 0192-55-2641
夜間

二戸地区
昼間

指令室 0195-27-4724 0195-27-4726
夜間
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３－９－１

災害応援措置に関する協定書
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